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募集(枕崎市立病院職員を随時募集／社会教育指導員(社会体育業務担当)／市立学校主事

業務嘱託員及び市立学校司書業務嘱託員)

募集(市役所長期臨時職員／総合体育館等清掃員／道路作業用重機械運転業務委託人／道

路作業員業務嘱託員)、相談(年金相談所を開設／こころの健康相談会)

お知らせ(全国瞬時警報システム(Ｊアラート)による全国一斉情報伝達訓練を実施／鹿児

島県の最低賃金について／３月１日から７日は子ども予防接種週間です／「春の火災予防

運動」を実施／公園利用者の皆さんへ／瀬戸公園の夜桜ナイター照明を点灯／市奨学金制

度について／申告所得税等の期限内納付と振替期日について) 

お知らせ(個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について／「にせ税理士」

にご注意ください／登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続きが便利です／ご存

知ですか？軽自動車の手続き／ペットボトルはラベルをはがして出しましょう) 

お知らせ(土地・建物や金地金を売ったとき／確定申告は正しくお早めに) 、キッズだよ

り、第11回枕崎ぶえん鰹スタンプラリーを開催

３月の納税、まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで
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募             集

枕崎市立病院職員を随時募集

■採用職種、予定人員及び受験資格

職 種 採用予定人員 受   験   資   格

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者

②昭和34年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

欠格事項

前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

⑴日本国籍を有しない者

⑵成年被後見人または被保佐人

⑶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるま

での者

⑷枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者

⑸日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

試験の方法及び内容

試験は第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

・第１次試験 教養試験、専門試験、作文試験

・第２次試験 面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書を提出)

試験の日時及び場所

一定期間の応募者に対して、試験日時・場所を記載した受験票を送付します。

受験申込書用紙の請求及び提出先

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送による請求の場合は、切手(120円)を貼った宛先明

記の返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

受付期間

随時。病院での受付は午前８時30分から午後５時15分まで(土・日、祝日及び年末年始は除く)。

合格発表

第１次試験、第２次試験とも合格発表は試験後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知

します。

採用 最終合格者は、合格発表後の翌月１日からの採用予定です。

給与 枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、職員の定年は60歳とし、定年に達した日以降におけ

る最初の３月31日に退職することとなります。

問合せ 市立病院管理係 TEL72-0303
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市立学校主事業務嘱託員及び市立学校司書業務嘱託員

希望者は、採用試験受験申込書(教育委員会総務課備付け)を教育委員会総務課へ提出してくださ

い。

募集人員 主事業務嘱託員１名、司書業務嘱託員１名

報酬 146,500円／月

応募資格

・枕崎市内に居住している方

・心身ともに健康な方

・４月１日から勤務できる方(実際の勤務日は４月２日から)

・司書、司書補、司書教諭のいずれかの資格を有している方、または学校図書室、公立図書館等での実

務経験のある方(学校司書業務嘱託員の場合)

※学校主事業務嘱託員と学校司書業務嘱託員を併行して応募できません。いずれかを選択して、ご

応募ください。

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ３月９日(金) 午後５時15分必着

※試験日時、場所等は後日応募者へ連絡します。

問合せ・申込み 教育委員会総務課 TEL72-0170

社会教育指導員(社会体育業務担当)

希望者は、保健体育課備付けの社会教育指導員応募申込書(履歴書)を保健体育課に提出してくだ

さい。

募集人員 ２名

年齢 平成30年４月１日現在で市内に在住している65歳未満の方

学歴 学校教育法に基づく高等学校(同資格を含む)以上の学歴を有する方

応募資格  

①教育に関する見識と豊かな経験を有し、かつ社会体育に関する指導技術を身に付けている方

②心身ともに健康で責任感のある方 ③パソコン操作ができる方 ④普通自動車運転免許を持つ方

応募方法

申込書に所定の事項を記入し、郵送または持参してください。郵送の場合は必ず封筒に「指導員

応募申込書在中」と朱書きの上、提出してください。社会教育指導員応募申込書(履歴書)は市ホー

ムページからもダウンロードできます。なお、一度提出した書類はお返しできません。

応募締切 ３月９日(金) 午後５時必着

選考方法 書類選考、作文試験、面接試験

採用試験 日程等については、後日応募者に連絡します。

業務内容

①社会体育団体(成人、青少年)の運営及び活動等に関すること ②コミュニティースポーツクラブ

に関すること ③スポーツ安全協会に関すること ④その他保健体育関係事業の企画、運営に関す

ること

報酬・社会保険等 報酬月額137,900円(通勤手当は勤務日数、距離に応じて支給。賞与なし)

※社会保険、雇用保険等有り

勤務時間 週５日、１週間35時間以内で勤務(所属長が指定する時間)

勤務先 枕崎市立総合体育館

委嘱期間 ４月１日から平成31年３月31日(以後、１年ごとに更新あり。ただし、勤務状況による)

問合せ・申込み 保健体育課 TEL72-0170
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市役所長期臨時職員

希望者は、「臨時職員採用試験申込書(履歴書)」(各関係課等及びハローワーク備付け)にハロー

ワークの紹介状を添え、各関係課等に提出してください。

募集人員 各１名

応募資格 パソコン(ワード・エクセル)を使って、文書や表の作成ができること

雇用期間 ４月１日～平成31年３月31日

※その間、採用後６月(平成30年10月１日)で更新を行う。

勤務時間 午前８時30分～午後５時15分

休日等 土・日曜日、祝日等(有給休暇あり)

賃金 日額5,712円(月額114,000円程度)

加入保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害補償

試験方法 面接試験

試験日時 ３月20日(火) 午後２時

区 分
企画調整課

企画調整係

地域包括ケア推進課

調整推進係
農政課耕地林務係 議会事務局議事係

業務内容
ふるさと納税に係る

業務

電話の応対、書類整

理、パソコンでの文

書作成など

電話の応対、書類整

理、パソコンでの文

書作成など

パソコンでの会議録

作成、書類整理など

申込締切
３月13日(火)

午後５時15分必着

３月８日(木)

午後５時15分必着

３月８日(木)

午後５時15分必着

３月８日(木)

午後５時15分必着

試験場所 市役所３階会議室 市民会館第２会議室 市民会館第４会議室 市役所２階議会応接室

問合せ・

申込み

企画調整課企画調整係

TEL72-1111(内線226)

地域包括ケア推進課

調整推進係

TEL72-1111(内線328)

農政課耕地林務係

TEL72-1111(内線314)

議会事務局庶務係

TEL72-1111(内線241)

総合体育館等清掃員

希望者は、履歴書(保健体育課備付け)に写真を貼り、必要事項を記入の上、保健体育課へ提出し

てください。

募集人員 １名

業務内容 総合体育館、武道館、弓道場の室内、トイレ等の清掃

雇用期間 ４月１日～平成31年３月31日

日数 年間120日(月10日)

勤務時間 午前８時30分～11時30分

賃金 日額2,211円

応募資格 市内に居住している方で、心身ともに健康な方

選考方法 面接試験

応募締切 ３月９日(金) 午後５時15分必着

問合せ・申込み 保健体育課 TEL72-0170
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相   談
道路作業用重機械運転業務委託人

希望者は、採用試験受験申込書(総務課備付

け)と自動車運転免許証の写し、車両系機械運

転技能講習修了証の写しを総務課職員係に提出

してください。

※採用試験の日程等については、後日応募者に

連絡します。

募集人員 １名

業務内容 市道の作業用重機械(２ｔダンプ、

４ｔダンプ、タイヤショベル、バックホー等)

の運転業務

応募資格  

・市内に居住している方

・昭和28年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・大型特殊自動車及び普通自動車(平成19年４

月２日以降新たに免許を取得している場合は

中型免許)運転免許を有する方

・車両系建設機械の技能講習を修了している方

・４月２日から勤務できる方

選考方法 面接試験

応募締切 ３月15日(木) 午後５時15分

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234) 

道路作業員業務嘱託員

希望者は、採用試験受験申込書(総務課備付

け)と自動車運転免許証の写しを総務課職員係

に提出してください。

※採用試験の日程等については、後日応募者に

連絡します。

募集人員 １名

業務内容 市道等の維持補修作業業務

応募資格  

・市内に居住している方

・昭和28年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・普通自動車運転免許を有する方

・４月２日から勤務できる方

・農作業または土木作業等の経験のある方

選考方法 面接試験

応募締切 ３月15日(木) 午後５時15分

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 ３月15日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もあります。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年

金手帳・年金証書等)、印鑑などをお持ちく

ださい。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

■近隣市での相談も可能です

・３月１日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・３月22日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もし

ものため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

こころの健康相談会

こころの不調や引きこもりなどでお困りのご

家族、ご本人を対象に、臨床心理士による無料

相談会を開催します。相談は事前予約制となり

ます。ご希望の方は電話でお申込みください。

日時 ３月14日(水) 午後１時30分～４時

場所 健康センター

申込締切 ３月12日(月)

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176
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お 知 ら せ

全国瞬時警報システム(Ｊアラート)

による全国一斉情報伝達訓練を実施

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達訓練が実施されます。

全国瞬時警報システム(Ｊアラート)から送られ

てくる緊急情報を、さまざまな手段を用いて確

実に皆さんへ伝えるために行うものです。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など

の緊急情報を、国から市町村へ人工衛星など

を通じて瞬時に伝えるシステムです。

日時 ３月14日(水) 午前11時頃

訓練内容 市内43カ所に設置してある防災行政

無線や、戸別受信機から次の内容が放送されま

す。

①防災無線チャイム

②「これはＪアラートのテストです」(３回繰

り返し)

③「こちらは防災枕崎市です」

④防災無線チャイム

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

鹿児島県の最低賃金について

鹿児島県最低賃金が、平成29年10月１日より

時間額737円に改正されました。

また、次の産業に該当する場合は、特定(産

業別)最低賃金が定められています。これらの

最低賃金は県下のすべての労働者に適用されま

す。

産 業 名 時間額 効力発生日

電子部品・デバイ

ス・電子回路、電気

機械器具、情報通信

機械器具製造業

765円 平成30年１月６日

百貨店、総合スーパー 737円 平成29年10月１日

自動車(新車)小売業 799円 平成29年12月22日

問合せ

・鹿児島労働局賃金室 TEL099-223-8278

・鹿児島労働基準監督署 TEL099-214-9175

・最低賃金テレホンサービス

TEL099-223-8881

３月１日から７日は子ども予防接種

週間です

４月からの入園・入学に備えて、必要な予防

接種をすませ、病気を未然に防ぎましょう。接

種の確認を母子健康手帳でお願いします。

問合せ 健康センター TEL72-7176

「春の火災予防運動」を実施

３月１日(木)から７日(水)までの７日間、全

国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。

この時期は空気が乾燥し、火災が発生しやす

くなります。暖房器具を使用の際は、周囲に燃

えやすい物を置かないなど、火災が発生しない

よう適切に使用しましょう。

また、たき火等が原因の火災が多く発生して

います。たき火を行う場合は、万全な消火準備

とその場を離れないようにし、風が強いときは

火の使用は避けてください。なお、たき火を行

う場合は、事前に消防署へ届け出てください。

※期間中は、消防署と消防団が連携して、火災

予防啓発のため、巡回広報と防火パトロール

等を実施します。

平成29年度全国統一防火標語

「火の用心 ことばを形に 習慣に」

【住宅防火 いのちを守る ７つのポイント】

■３つの習慣

・寝たばこは、絶対やめる

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する

・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す

■４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を

設置する

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐた

めに、防炎品を使用する

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器等を設置する

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、

隣近所の協力体制をつくる

※｢住宅用火災警報器｣は10年を目安に交換をお

すすめします

問合せ 消防本部警防課 TEL72-0049
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公園利用者の皆さんへ

公園は、さまざまな人が利用します。他の利

用者に迷惑がかからないよう、ルールとマナー

を守り、快適に楽しく利用しましょう。

ゴミのポイ捨て禁止

空き缶、紙くずなどは、必ず持ち帰ってくだ

さい。

ゴルフ練習は禁止

公園内でのゴルフ練習は、周りにいる人に危

険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込

んで大変迷惑をかける行為ですので禁止します。

ペットについて

イヌの放し飼いをしないこととフンの後始末

は、飼い主の基本的なマナーです。

遊具での遊び方について

遊具での危険な遊びはやめましょう。また、

幼児だけでの遊びはさせないで、保護者が同伴

しましょう。

公園内でハトやネコへの餌付け禁止

バイクの乗り入れは禁止

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

瀬戸公園の夜桜ナイター照明を点灯

市観光協会の協力により、瀬戸公園の夜桜を

観賞するためのナイター照明を点灯し、運動広

場を開放します。

この期間中、昼間も運動広場を開放するため

グラウンドゴルフ、ソフトボール等での利用は

できませんのでご注意ください。

また、ゴミ箱は設置していませんので、ゴミ

の持ち帰りにご協力ください。ゴミが放置され

ると、皆さんに迷惑がかかります。きれいな桜

を見るためにも、皆さんのご協力をお願いしま

す。

※桜の開花情報については、市ホームページに

掲載します。

期間 ３月下旬～４月上旬 ※雨天中止

※桜の開花時期により期間を変更する場合があ

ります。

時間 午後７時～10時

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

市奨学金制度について

市教育委員会では、奨学金の貸与(無利子)を

行っています。

対象 高等学校以上の学校に在学し、経済的理

由により就学困難な学生または生徒(保護者が

市内居住者に限る)。

※公立高校に係る授業料不徴収対象者は除く。

※貸与期間は１年間で、在学中引き続き貸与を

希望する場合は毎年度申請手続きが必要です。

願書配布期間 ３月１日(木)～４月中旬

願書受付期間 ４月２日(月)～27日(金)

貸与額(月額) 高校＝9,000円以内、高専・

専修学校＝16,000円以内、短大＝25,000円以

内、大学＝37,000円以内

貸与後の返還方法 卒業から１年経過後、所定

の期間(10年)内に返還

問合せ・申込み 教育委員会総務課

      TEL72-0170

申告所得税等の期限内納付と振替期

日について

申告所得税等の納税は、お近くの銀行(日本

銀行歳入代理店)などの金融機関(ゆうちょ銀行

を含む)、納税地を管轄する税務署の窓口で受

け付けています。

平成29年分確定申告の納付期限

・申告所得税、復興特別所得税＝３月15日(木)

・消費税、地方消費税(個人事業者)＝４月２日(月)

また、申告所得税及び復興特別所得税、消費

税及び地方消費税(個人事業者)の納税は、金融

機関の預貯金口座から引き落としとなる「振替

納税」が大変便利です。利用されていない方は、

ぜひご利用ください。

なお、これまで口座振替により納付していた

だいた方には、金融機関から領収書を送付して

いましたが、平成29年１月からは送付していま

せん。書面による証明が必要な方には、口座振

替がされた旨の証明を行います。

振替期日

・申告所得税、復興特別所得税＝４月20日(金)

・消費税、地方消費税(個人事業者)＝４月25日(水)

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内
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個人事業者の方の消費税及び地方消

費税の確定申告について

個人事業者の方の平成29年分の消費税及び地

方消費税は４月２日(月)が確定申告と納付の期

限となっています。確定申告が必要となる方は

次のいずれかに該当する方です。

①平成27年分の課税売上高が1,000万円を超え

る事業者

②平成27年分の課税売上高が1,000万円以下の

事業者で、平成28年12月末までに「消費税課

税事業者選択届出書」を提出している事業者

③①、②に該当しない場合で、平成28年１月１

日から平成28年６月30日までの期間(特定期

間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者

※特定期間における1,000万円の判定は、課税

売上高に代えて、給与等の支払額の合計額に

よることもできます。また、事業用の機械等

の譲渡収入も、課税売上高に含まれます。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

「にせ税理士」にご注意ください

税理士でない人が、税務代理、税務書類の作

成及び税務相談の税理士業務を行うこと(いわ

ゆる「にせ税理士」行為)は、税理士法で固く

禁じられています。

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方

消費税の確定申告書や決算書などの税務書類の

作成や税務相談を依頼する場合は、税理士であ

ること(「税理士証票」を携行し、「税理士会

員章(バッジ)」を着けている)を確認の上、相

談してください。

「にせ税理士」へ相談することは、あなた自

身が不測の損害を被るおそれがありますので、

十分にご注意ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

登記事項証明書等の請求にはオンラ

インでの手続きが便利です

土地・建物、会社・法人の登記事項証明書の

請求には、自宅や会社のパソコンのＷｅｂブラ

ウザから、インターネットを利用して請求でき

る、「かんたん証明書請求」をご利用ください。

請求された証明書は、郵送のほか、最寄りの

登記所や法務局証明サービスセンターで受取り

が可能です。

窓口請求より安い

登記所(または法務局証明サービスセンター)

の窓口で登記事項証明書を請求する場合の手数

料は600円のところが、「かんたん証明請求」

を利用した郵送受取の場合は500円、窓口受取

の場合は480円です。

自宅にいながら

手数料はインターネットバンキング、モバイ

ルバンキング、電子納付対応のＡＴＭで納付で

きます(金融機関でご確認ください)。

Ｗｅｂブラウザでかんたん

登記・供託オンライン申請システムのホーム

ページで簡単な初期設定(申請者情報登録等)を

行うだけで利用できます。

この機会にぜひ「登記・供託オンライン申請

システム(http://www.touki-kyoutaku-online.

moj.go.jp/)」をご利用ください。

問合せ 鹿児島地方法務局総務課

TEL099-259-0667
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ペットボトルはラベルをはがして出しましょう

ペットボトルを資源ごみとして出す場合は、ラベルをはがして出しましょう。

現在、ラベルを貼ったまま出すことができますが、４月１日からラベルがはがされていない

ペットボトルは収集されなくなりますので、ご理解とご協力をお願いします。

はがしたラベルはキャップと同様、プラマークが表示されたその他のプラスチック容器・包

装紙と一緒に資源ごみで出すことになります。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)

ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、ま

たは住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。

軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車

等の手続きをした場合でも、月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただく

ことになります。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税が課税され続けますので、名義変

更や廃車手続きは３月31日までに行ってください。また、所有者が死亡した場合も名義変更等

の手続きをお願いします。

原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けていますが，市ホームペー

ジからもダウンロードできます。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

区 分 必要なもの

販売店から購入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等

市内へ転入したとき
印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナンバープレ

ート)または廃車証明書

譲り受けたとき
印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書(前所有者)、譲渡証明

書(前所有者)

廃棄・転出・市外の人に

譲り渡したとき
印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき 印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号または盗難届出証明書

・軽自動車(四輪･三輪･250cc以下の二輪)に関すること

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 鹿児島市谷山港２丁目４-42 TEL099-261-4011

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 鹿児島市谷山港２丁目４-１ TEL050-5540-2089

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)
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土地・建物や金地金を売ったとき

土地や建物などを売ったときの譲渡所得に対

する税金は、給与所得などの他の所得と分離し

て計算すること(分離譲渡所得)となり、売った

金額から取得費、譲渡費用を差し引いた譲渡所

得金額に税率を掛けて計算します。

なお、土地や建物の所有期間が、売った年の

１月１日現在で５年を超えるかどうかにより、

適用する税率が異なります。

また、金地金を売ったときの所得は、原則、

譲渡所得として課税され、給与所得などの他の

所得に合算して税金を計算すること(総合譲渡

所得)となり、譲渡所得の金額は、金地金を売

った金額から取得費、譲渡費用のほか、特別控

除(年間50万円)を差し引いて計算します。ただ

し、金地金の所有期間が、売った日現在で５年

を超えている場合は、計算した譲渡所得の金額

の２分の１を給与所得などの他の所得に合算し

ます。

申告書は、ご自宅などからインターネットで

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jpま

たは「国税庁」を検索 )の「確定申告書等作成

コーナー」を利用して作成することができ、作

成した申告書は、「国税電子申告・納税システ

ム(ｅ－Ｔａｘ)」で送信することもできますの

で、ぜひご利用ください。

申告書の作成・提出についての不明な点は、

最寄りの税務署にお尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

確定申告は正しくお早めに

平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確

定申告の期間は、３月15日(木)までとなってい

ます。

所得税は、納税者自身が所得金額等や税額を

正しく計算して申告・納税する「申告納税制度」

を採用していますので、申告と納税は期限内に

お済ませください。申告期限が間近になると申

告相談会場は大変混雑し、長時間かかる場合も

ありますので、早めに申告をお済ませください。

なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作

成コーナー」で作成した確定申告書は印刷して

所轄税務署へ郵送等により提出できますが、そ

のままｅ－Ｔａｘで送信することもできますの

で、ぜひご利用ください。

■確定申告会場を開設

会場 知覧税務署１階会議室

期間 ３月15日(木)まで

※土・日曜日及び祝日を除く

受付時間 午前９時～午後４時

・駐車場には限りがあり混雑が予想されますの

で、なるべく公共交通機関をご利用ください。

・バス(鹿児島交通バス)をご利用の場合は、中

郡バス停で下車し、徒歩３分です。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内






